
◆働きやすい環境づくりアドバイザーの派遣（県）
テレワーク導入を希望する県内中小企業等を対象にアドバイザーを派遣し、テレワークの社内

試行を支援します。（派遣回数：テレワークの専門家３回・労務管理の専門家２回まで）

https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/hatarakikata/r4hatarakikata.html

◆千葉県働き方改革ポータルサイト（県）

働き方改革・テレワークのポイント、企業向けセミナー情報、支援情報、好事例集、

県内サテライトオフィス情報などを掲載しています。

https://chiba-hatarakikata.com/

◆テレワーク相談センター（厚生労働省）
テレワークにおける労務管理やＩＣＴに関する各種相談に無料で対応しています。

https://www.tw-sodan.jp/

TEL:0120-861009（受付時間：平日9:00~17:00）

◆労務管理関係

・テレワークの適切な導入及び実施のためのガイドライン（厚生労働省）
労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を示しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

shigoto/guideline.html

◆セキュリティ関係

・テレワークセキュリティガイドライン（総務省）
テレワーク導入に当たってのセキュリティ対策についての考え方や対策例が示されています。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/

時間や場所にとらわれない柔軟な働き方であるテレワークは
感染症対策・災害時の事業継続対策としても有効です。
テレワークの導入・実施に役立つ情報を掲載しましたので、
是非ご活用ください。

（問合せ先）千葉県商工労働部雇用労働課
TEL:043-223-2743 FAX:043-221-1180

※各種ガイドラインについては変更になることがあります。

テレワークの積極的な活用をお願いします

各種相談窓口

各種ガイドライン

テレワーク情報

※受付時間等は変更になることがあります。


